
 

株式会社ＡＩＲＷＯＬＦと 

「無人航空機による活動協力に関する協定」を締結します 
 

この度、本市は、災害発生時における無人航空機（ドローン）を活用した被災状況

調査及び平時における無人航空機の実践飛行のための人材育成等を目的に、株式会社

ＡＩＲＷＯＬＦとの間で協定を締結いたしますので、お知らせします。 

なお、協定の締結に当たり、次のとおり締結式を行います。 

 

１ 締結式 

（１）日時 

令和３年７月１４日（水）午後１時３０分から 

（２）場所 

相模原市役所 本庁舎２階 第１特別会議室 

（３）出席者 

  ア 株式会社ＡＩＲＷＯＬＦ 代表取締役 松下 龍太 氏 

  イ 相模原市長 本村 賢太郎 

 

２ 協定における協力事項 

（１）無人航空機による被災状況調査 

（２）無人航空機により取得した画像及び動画の提供 

（３）無人航空機操縦者育成のための講習会の開催 

（４）無人航空機操作訓練等の実施場所の提供 

（５）市が主催する防災訓練等の参加 

 

３ 株式会社ＡＩＲＷＯＬＦについて 

（１）設立年月：令和３年６月  

（２）本社：相模原市南区磯部１１７６番地 

（３）活動の概要等 

   令和２年６月、松下氏が代表を務める株式会社ＦＯＲＴ内に、無人航空機関連

の事業を行う「エアウルフ事業部」を立ち上げ、無人航空機に関するスクール事

業や空撮事業等を開始。緑区寸沢嵐にあるドローンフィールド等を活用し、これ

まで約１００名のドローンパイロットを養成するなど活動の幅を広げ、令和３年

６月に株式会社ＡＩＲＷＯＬＦを設立 

代表取締役の松下氏は、相模原ドローン危機管理協会会長、一般社団法人日本

マルチコプター協会理事、相模原商工会議所青年部副会長を務めています。 

 

 

令和３年７月８日 

相模原市発表資料 

問合せ先 

緊急対策課 

０４２－７０７－７０４４（直通） 

対応責任者 課長 有馬 


